
年
金
分
割
請
求
に

は
、

①
『
合
意
分
割
』
の

請
求
手
続
き
を
行
う
、

②
『
三
号
分
割
』
の

み
の
請
求
手
続
き
を

行
う
、

の
二
通
り
が
あ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
の
手
続
き

に
持
参
す
る
書
類
は
、

共
通
の
も
の
も
あ
り

ま
す
が
、
一
部
異
な
っ

て
い
ま
す
。

①
『
合
意
分
割
』
の

請
求
手
続
き
の
場
合

ど
の
よ
う
な
方
法

で
年
金
分
割
す
る
た

め
の
按
分
割
合
を
決

定
し
た
の
か
、
誰
が
年
金
事
務
所

の
窓
口
に
出
向
い
て
請
求
手
続
き

を
行
う
の
か
に
よ
っ
て
、
必
要
な

書
類
等
が
個
別
に
指
定
さ
れ
て
い

ま
す
。

共
通
の
必
要
書
類
は
、
次
の
と

お
り
で
す
。

（
Ａ
）
窓
口
に
出
向
く
方
の
本
人

確
認
書
類
と
し
て
い
ず
れ
か
の
も

の
・
運
転
免
許
証

・
パ
ス
ポ
ー
ト

・
顔
写
真
付
き
の
住
民
基
本
台

帳
カ
ー
ド

・
公
的
機
関
発
行
の
顔
写
真
付

き
の
身
分
証
明
書

・
健
康
保
険
証
＋
年
金
手
帳

・
健
康
保
険
証
＋
年
金
証
書

（
Ｂ
）
請
求
者
の
年
金
手
帳
ま
た

は
基
礎
年
金
番
号
通
知
書

（
Ｃ
）
請
求
者
の
認
め
印
（
浸
透

印
ネ
ー
ム
印
は
不
可
）

（
Ｄ
）
当
事
者
間
の
婚
姻
期
間
等

が
記
載
さ
れ
て
戸
籍
謄
本

（
Ｅ
）
請
求
日
前
１
か
月
以
内
に

交
付
さ
れ
た
当
事
者
の
生
存
を
証

明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
（
戸

籍
謄
本
、
戸
籍
抄
本
、
住
民
票
の

写
し
）

（
Ｆ
）
事
実
婚
期
間
が
あ
る
場
合

は
、
事
実
婚
関
係
を
明
ら
か
に
で

き
る
書
類

そ
の
ほ
か
に
、
年
金
分
割
の
按

分
割
合
の
決
定
方
法
に
よ
っ
て
追

加
書
類
が
必
要
で
す
。

（
Ｇ
）
年
金
分
割
の
割
合
を
明
ら

か
に
で
き
る
書
類
と
し
て
い
ず
れ

か
の
も
の

・
公
正
証
書
の
謄
本
ま
た
は
抄

録
謄
本

・
公
証
人
の
認
証
を
受
け
た
私

署
証
書

・
審
判
（
判
決
）
書
の
謄
本
ま

た
は
抄
本
、
い
ず
れ
も
確
定

証
明
書
を
添
付

・
調
停
（
和
解
）
調
書
の
謄
本

ま
た
は
抄
本

（
Ｈ
）
年
金
の
分
割
請
求
を
す
る

こ
と
及
び
年
金
分
割
の
按
分
割
合

を
合
意
し
て
い
て
、
当
事
者
双
方

が
年
金
事
務
所
の
窓
口
に
出
向
く

こ
と
が
で
き
る
場
合
（
郵
送
に
よ

る
請
求
手
続
き
は
不
可
）

ａ
）
当
事
者
二
名
で
出
向
く
と
き

は
、
次
の
も
の

・
運
転
免
許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
、

顔
写
真
付
き
の
住
民
基
本
台

帳
カ
ー
ド
、
印
鑑
＋
印
鑑
登

録
証
明
書
の
う
ち
、
い
ず
れ

か
1
つ

ｂ
）
当
事
者
の
ど
ち
ら
か
が
代
理

人
を
指
定
し
て
、
当
事
者
及
び
指

定
さ
れ
た
代
理
人
が
出
向
く
と
き
、

ｃ
）
当
事
者
そ
れ
ぞ
れ
が
指
定
し

た
代
理
人
二
名
が
出
向
く
と
き
は
、

次
の
も
の

・
運
転
免
許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
、

顔
写
真
付
き
の
住
民
基
本
台

帳
カ
ー
ド
、
印
鑑
＋
印
鑑
登

録
証
明
書
の
う
ち
、
い
ず
れ

か
一
つ
・
パ
ス
ポ
ー
ト

・
あ
ら
か
じ
め
当
事
者
本
人
が

署
名
し
、
印
鑑
登
録
さ
れ
た

印
鑑
で
捺
印
し
た
「
年
金
分

割
の
合
意
書
」

・
「
委
任
状
」
（
年
金
分
割
の

合
意
請
求
用
）

・
委
任
者
の
印
鑑
登
録
証
明
書

②
『
三
号
分
割
』
の
み
の
請
求
手

続
き
の
場
合

当
事
者
間
の
合
意
な
し
に
年
金

事
務
所
の
窓
口
に
出
向
い
て
請
求

手
続
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

必
要
書
類
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

（
Ａ
）
窓
口
に
出
向
く
方
の
本
人

確
認
書
類
と
し
て
い
ず
れ
か
の
も

の
・
運
転
免
許
証

・
パ
ス
ポ
ー
ト

・
顔
写
真
付
き
の
住
民
基
本
台

帳
カ
ー
ド

・
公
的
機
関
発
行
の
顔
写
真
付

き
の
身
分
証
明
書

・
健
康
保
険
証
＋
年
金
手
帳

・
健
康
保
険
証
＋
年
金
証
書

（
Ｂ
）
請
求
者
の
年
金
手
帳
ま
た

は
基
礎
年
金
番
号
通
知
書

（
Ｃ
）
請
求
者
の
認
め
印
（
浸
透

印
ネ
ー
ム
印
は
不
可
）

（
Ｄ
）
当
事
者
間
の
婚
姻
期
間
等

が
記
載
さ
れ
て
戸
籍
謄
本

（
Ｅ
）
請
求
日
前
１
か
月
以
内
に

交
付
さ
れ
た
当
事
者
の
生
存
を
証

明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
（
戸

籍
謄
本
、
戸
籍
抄
本
、
住
民
票
の

写
し
）

（
Ｆ
）
事
実
婚
期
間
が
あ
る
場
合

は
、
事
実
婚
関
係
を
明
ら
か
に
で

き
る
書
類

年
金
分
割
は
、
い
つ
で
も
、
い

つ
ま
で
も
可
能
な
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

原
則
と
し
て
、

①
離
婚
を
し
た
と
き
、

②
婚
姻
の
取
り
消
し
を
し
た
と
き
、

③
事
実
婚
関
係
に
あ
る
人
が
国
民
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年
金
分
割
請
求
の

必
要
書
類

年
金
分
割
の
請
求
期
限

離
婚
と
い
う
結
論
に
至
っ
た
と
き
に
、
財
産

分
与
と
と
も
に
年
金
も
分
割
で
き
る
制
度
が
あ

り
ま
す
。

離
婚
に
よ
る
年
金
の
分
割
に
つ
い
て
ご
紹
介

い
た
し
ま
す
。

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
求
人
を
し
て

い
る
事
業
主
は
、
初
め
て
求
人
し

た
時
に
「
事
業
所
登
録
シ
ー
ト
」

を
作
成
し
、
会
社
の
特
徴
や
事
業

の
内
容
等
の
事
業
所
の
基
本
的
な

情
報
を
登
録
し
た
こ
と
を
覚
え
て

い
ら
っ
し
ゃ
る
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
事
業
所
登
録
シ
ー
ト
に
記

載
し
た
内
容
は
、
求
人
票
に
共
通

し
て
掲
載
さ
れ
、
求
職
者
が
求
職

の
参
考
と
し
て
閲
覧
し
て
い
ま
す
。

こ
の
求
人
票
の
掲
載
内
容
に
下

記
の
二
点
が
追
加
さ
れ
ま
し
た
。

（
図
参
照
）

①

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
日

よ
り
事
業
所
登
録
時
に
「
事
業
所

登
録
シ
ー
ト
」
に
記

載
し
た

「
代
表
者
名
」
に
つ
い
て
、
求
人

票
の
「
会
社
の
情
報
」
に
表
示

②

新
規
に
「
事
業
所
登
録
シ
ー

ト
」
を
作
成
し
た
求
人
者
を
中
心

に
「
法
人
番
号
」
を
表
示

求
人
と
求
職
の
よ
り
よ
い
マ
ッ

チ
ン
グ
の
た
め
、
求
人
票
の
記
載

内
容
を
充
実
さ
せ
る
と
と
も
に
、

事
業
所
情
報
の
透
明
性
を
高
め
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
そ
う
で

す
。求

人
公
開
し
て
い
る
事
業
主
は
、

代
表
者
名
（
事
業
所
ま
た
は
法
人

の
代
表
者
）
が
最
新
の
も
の
と
な
っ

て
い
る
か
確
認
の
上
、
修
正
の
必

要
が
あ
る
場
合
は
、
求
人
提
出
先

の
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
事
業
所
登
録

の
変
更
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ

い
。

「解
雇
の
金
銭
解
決

制
度
」の
議
論

厚
生
労
働
省
の
検
討
会
の
一
つ

に
「
透
明
か
つ
公
正
な
労
働
紛
争

解
決
シ
ス
テ
ム
等
の
在
り
方
に
関

す
る
検
討
会
」
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
検
討
会
は
、
平
成
二
十
七

年
十
月
二
十
九
日
「
透
明
か
つ
公

正
・
客
観
的
で
グ
ロ
ー
バ
ル
に
も

通
用
す
る
紛
争
解
決
シ
ス
テ
ム
等

の
構
築
に
向
け
た
議
論
を
行
う
こ

と
」
を
目
的
に
設
置
さ
れ
、
今
回

十
三
回
の
会
合
が
開
か
れ
ま
し
た
。

今
回
も
第
十
二
回
会
合
に
引
き

続
き
「
解
雇
無
効
時
に
お
け
る
金

銭
救
済
制
度
の
在
り
方
と
そ
の
必

要
性
に
つ
い
て
」
を
議
題
と
し
、

次
の
検
討
事
項
が
挙
げ
ら
れ
ま
し

た
。

一
、
全
体
像
・
・
解
雇
さ
れ
た
労

働
者
の
保
護
を
図
る
観
点
か
ら
、

労
使
双
方
の
予
見
可
能
性
を
高
め

る
と
と
も
に
、
労
働
者
の
選
択
肢

を
増
や
す
方
向
と
す
る
こ
と
に
つ

い
て
、
ど
う
考
え
る
か
。

二
、
法
的
枠
組
み
・
・
解
雇
無
効

時
の
金
銭
救
済
制
度
と
し
て
、
ど

の
よ
う
な
方
法
が
あ
り
得
る
の
か
。

三
、
解
雇
無
効
時
の
金
銭
救
済
制

度
と
し
て
、
例
え
ば
、
仮
に
次
の

よ
う
な
仕
組
み
を
考
え
た
場
合
に
、

解
雇
さ
れ
た
労
働
者
の
保
護
の
観

点
か
ら
、
ど
う
考
え
る
か
。

①
過
去
の
検
討
を
踏
ま
え
た
仕
組

み
・
・
解
雇
が
無
効
で
あ
る
と
す

る
判
決
を
要
件
と
す
る
金
銭
救
済

の
仕
組
み

②
解
雇
を
不
法
行
為
と
す
る
損
害

賠
償
請
求
の
裁
判
例
を
踏
ま
え
た

仕
組
み
・
・
解
雇
を
不
法
行
為
と

す
る
損
害
賠
償
請
求
の
裁
判
例
が

出
て
き
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
た

金
銭
救
済
の
仕
組
み

③
実
体
法
に
権
利
を
創
設
す
る
仕

組
み
・
・
実
体
法
に
労
働
者
が
一

定
の
要
件
を
満
た
す
場
合
に
金
銭

の
支
払
を
請
求
で
き
る
権
利
を
置

い
た
場
合
の
金
銭
救
済
の
仕
組
み

四
、
使
用
者
か
ら
の
申
立
・
・
使

用
者
申
立
に
つ
い
て
は
、
労
働
者

申
立
の
基
本
的
な
枠
組
み
の
検
討

を
踏
ま
え
つ
つ
、
労
使
双
方
の
予

見
可
能
性
を
高
め
る
と
と
も
に
、

労
働
者
保
護
を
図
る
と
い
う
観
点

か
ら
、
ど
の
よ
う
な
仕
組
み
が
検

討
で
き
る
か
。

金
銭
解
雇
が
合
法
化
さ
れ
て
し

ま
う
の
か
、
今
後
の
議
論
が
注
視

さ
れ
ま
す
。

十
日

○
雇
用
保
険
被
保
険
者
資
格
取
得
届

の
提
出
（
前
月
以
降
に
採
用
し
た
労

働
者
が
い
る
場
合
）

［
公
共
職
業
安
定
所
］

○
労
働
保
険
一
括
有
期
事
業
開
始
届

の
提
出
（
前
月
以
降
に
一
括
有
期
事

業
を
開
始
し
て
い
る
場
合
）

［
労
働
基
準
監
督
署
］

十
五
日
ま
で

○
所
得
税
の
確
定
申
告
受
付［

税
務
署
］

三
十
一
日

○
健
保
・
厚
年
保
険
料
の
納
付

［
郵
便
局
ま
た
は
銀
行
］

○
日
雇
健
保
印
紙
保
険
料
受
払
報
告

書
の
提
出

［
年
金
事
務
所
］

○
労
働
保
険
印
紙
保
険
料
納
付
・
納

付
計
器
使
用
状
況
報
告
書
の
提
出

［
公
共
職
業
安
定
所
］
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毎
年
、
こ
の
時
期
に
社
会
保

険
や
雇
用
保
険
に
関
す
る
重
要

改
正
事
項
が
盛
り
込
ま
れ
た
法

律
案
が
、
国
会
（
常
会
）
に
提

出
さ
れ
て
い
ま
す
。
先
送
り
さ

れ
た
労
働
基
準
法
の
一
部
を
改

正
（
改
悪
？
！
）
す
る
法
律
案

も
い
つ
成
立
す
る
の
か
、
日
々

気
掛
か
り
で
す
。

（
ぎ
ん
）

藤田社会保険労務士事務所

e-mail
k-fujita@k-fujita-sr.com

URL http://k-fujita-sr.com

TEL・FAX 075-611-5300

〒612-8017
京都市伏見区桃山南大島町1-4-41-504

編
集
後
記

三
月
の
労
務
手
続

［
提
出
先
・
納
付
先
］



年
金
第
三
号
被
保
険
者
資
格
を
喪

失
し
て
事
実
婚
関
係
が
解
消
し
た

と
認
め
ら
れ
る
と
き
（
注
）

に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
日
の
翌
日
か
ら

起
算
し
て
二
年
以
内
に
請
求
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

た
だ
し
、
特
例
と
し
て
次
に
該

当
し
た
場
合
は
、
そ
の
日
の
翌
日

か
ら
起
算
し
て
一
か
月
以
内
に
限

り
分
割
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

①
離
婚
か
ら
二
年
を
経
過
す
る
ま

で
に
審
判
申
立
を
行
っ
て
、
本
来

の
請
求
期
限
が
経
過
後
、
ま
た
は

本
来
請
求
期
限
経
過
日
前
の
一
か

月
以
内
に
審
判
が
確
定
し
た
。

②
離
婚
か
ら
二
年
経
過
す
る
ま
で

に
調
停
申
立
を
行
っ
て
、
本
来
の

請
求
期
限
が
経
過
後
、
ま
た
は
本

来
請
求
期
限
経
過
日
前
の
一
か
月

以
内
に
調
停
が
成
立
し
た
。

③
按
分
割
合
に
関
す
る
附
帯
処
分

を
求
め
る
申
立
て
を
行
っ
て
、
本

来
の
請
求
期
限
が
経
過
後
、
ま
た

は
本
来
請
求
期
限
経
過
日
前
の
一

か
月
以
内
に
按
分
割
合
を
定
め
た

判
決
が
確
定
し
た
。

④
按
分
割
合
に
関
す
る
附
帯
処
分

を
求
め
る
申
立
て
を
行
っ
て
、
本

来
の
請
求
期
限
が
経
過
後
、
ま
た

は
本
来
請
求
期
限
経
過
日
前
の
一

か
月
以
内
に
按
分
割
合
を
定
め
た

和
解
が
成
立
し
た
。

な
お
、
分
割
の
た
め
の
合
意
ま

た
は
裁
判
手
続
き
に
よ
る
按
分
割

合
を
決
定
し
た
後
、
分
割
手
続
き

前
に
当
事
者
の
一
方
が
亡
く
な
っ

た
場
合
は
、
死
亡
日
か
ら
一
か
月

以
内
に
限
り
分
割
請
求
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
こ
の
場
合
も
、
年

金
分
割
の
割
合
を
明
ら
か
に
で
き

る
書
類
の
提
出
が
必
要
で
す
。

書
類
不
備
の
場
合
、
請
求
書
が

受
付
さ
れ
ま
せ
ん
。
書
類
の
再
入

手
等
で
分
割
請
求
期
限
に
間
に
合

わ
な
い
こ
と
も
予
想
さ
れ
ま
す
。

「
請
求
を
忘
れ
て
い
た
。
」

「
忙
し
く
て
今
ま
で
手
続
き
が
で

き
な
か
っ
た
。
」
「
前
回
請
求
に

来
た
と
き
に
書
類
の
期
限
が
切
れ

る
と
言
わ
れ
な
か
っ
た
。
」
な
ど

の
理
由
で
あ
っ
て
も
受
け
付
け
は

さ
れ
ま
せ
ん
。

年
金
分
割
の
請
求
期
限
切
れ
に

な
ら
な
い
よ
う
に
、
請
求
手
続
き

を
行
う
際
は
余
裕
を
も
っ
て
行
っ

て
く
だ
さ
い
。

（
注
）
事
実
婚
関
係
に
あ
る
当
事

者
が
婚
姻
の
届
出
を
行
い
引
き
続

き
婚
姻
関
係
に
あ
っ
た
が
、
そ
の

後
①
ま
た
は
②
の
状
態
に
該
当
し

た
場
合
、
①
ま
た
は
②
に
該
当
し

た
日
の
翌
日

か
ら
起
算
し

て
二
年
を
過

ぎ
る
と
請
求

で
き
ま
せ
ん
。

失
業
等
給
付
の
雇
用
保
険
料
率

を
平
成
二
十
八
年
度
の
雇
用
保
険

料
率
か
ら
引
き
下
げ
る
た
め
の
法

改
正
と
し
て
、
平
成
二
十
九
年
一

月
三
十
一
日
に
雇
用
保
険
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
が
国
会

に
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

法
律
案
が
国
会
で
成
立
す
れ
ば

次
の
表
の
と
お
り
決
定
し
、
平
成

二
十
九
年
四
月
一
日
施
行
と
な
る

予
定
で
す
が
、
国
会
で
の
審
議
ス

ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
未
定
で
す
。

そ
の
ほ
か
に
、
雇
用
保
険
法
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
主

な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

①

倒
産
・
解
雇
等
に
よ
り
離
職

し
た
者
の
所
定
給
付
日
数
の
引
上

げ
（
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
施

行
）三

十
〜
三
十
五
歳
未
満

九
十
日

➡

百
二
十
日

三
十
五
〜
四
十
五
歳
未
満

九
十
日

➡

百
五
十
日

②

賃
金
日
額
の
上
・
下
限
額
等

の
引
上
げ
（
平
成
二
十
九
年
八
月

一
日
施
行
）

③

専
門
実
践
教
育
訓
練
給
付
の

給
付
率
の
引
上
げ

費
用
の
最
大
六
十
％➡

七
十
％

（
平
成
三
十
年
一
月
一
日
施
行
）

④

育
児
休
業
給
付
の
支
給
期
間

の
延
長
（
平
成
二
十
九
年
十
月
一

日
施
行
）

保
育
所
に
入
れ
な
い
場
合
等

一
歳
六
ヶ
月
ま
で➡

二
歳
ま
で

本
年
三
月
分
か
ら

の
保
険
料
率
が
変
更

さ
れ
ま
す
。
健
康
保

険
料
率
は
〇
．
〇
一

％
引
き
下
げ
と
な
り

ま
し
た
。

一
方
、
介
護
保
険

料
率
は
〇
．
0
七
％

引
き
上
げ
と
な
り
ま

し
た
の
で
、
四
十
歳

以
上
六
十
五
歳
未
満

の
方
は
実
質
負
担
増

と
な
っ
て
い
ま
す
。
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〈平成2９年度雇用保険料率（予定）〉

雇用保険料率

失業等給付に係る保険料率

（うち労働者負担）

（うち事業主負担）

雇用保険二事業に係る保険料率

（事業主負担）

一般の事業 建設業
農林水産・
清酒製造業

3/1000

3/1000

3/1000

3/1000

4/1000

4/1000

4/1000

4/1000

4/1000

6/1000

9/1000

8/1000 8/1000

11/1000 12/1000

（
京
都
府
の
場
合
）

健康保険料率

現 行
平成2９年3月分
4月納付分）から

現 行
平成2９年3月分
4月納付分）から

介護保険料率

10.00％ 9.99％

1.65％1.58％

平
成

二
十
七
年

九
月
よ
り
計

七
回
「
第
一
〇
〇
回
労
働
政
策
審

議
会
安
全
衛
生
分
科
会
」
が
開
催

さ
れ
、
産
業
医
制
度
等
に
係
る
省

令
改
正
に
つ
い
て
の
要
綱
案
が
示

さ
れ
ま
し
た
。

近
年
、
過
労
死
対
策
や
メ
ン
タ

ル
ヘ
ル
ス
対
策
、
疾
病
・
障
害
が

あ
る
等
の
多
様
化
す
る
労
働
者
の

健
康
確
保
対
策
の
重
要
性
が
増
す

中
、
産
業
医
に
求
め
ら
れ
る
役
割

等
が
変
化
し
、
産
業
医
が
対
応
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
業
務
が
増
加

し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
背
景

か
ら
、
産
業
現
場
の
ニ
ー
ズ
を
踏

ま
え
つ
つ
、
産
業
医
の
位
置
づ
け

や
役
割
な
ど
を
検
討
し
ま
と
め
て

い
ま
す
。

産
業
医
と
は
、
事
業
場
に
お
い

て
労
働
者
の
健
康
管
理
等
を
指
導
・

助
言
す
る
医
師
の
こ
と
で
す
。
労

働
安
全
衛
生
法
で
一
定
の
規
模
の

事
業
場
に
産
業
医
の
選
任
が
義
務

付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
産
業
医
は
、

医
師
で
あ
っ
て
、
一
定
の
要
件
を

備
え
た
者
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。

産
業
医
の
職
務
は
、
労
働
安
全
衛

生
規
則
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定

さ
れ
て
い
ま
す
。
具
体
的
に
は
、

次
の
事
項
で
「
医
学
に
関
す
る
専

門
的
知
識
を
必
要
と
す
る
も
の
」

と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

①
、
健
康
診
断
及
び
面
接
指
導
等

（
労
働
安
全
衛
生
法
第
六
十
六
条

の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
面
接
指

導
及
び
第
六
十
六
条
の
九
に
規
定

す
る
必
要
な
措
置
を
い
う
）
の
実

施
並
び
に
こ
れ
ら
の
結
果
に
基
づ

く
労
働
者
の
健
康
を
保
持
す
る
た

め
の
措
置
に
関
す
る
こ
と

②
、
作
業
環
境
の
維
持
管
理
に
関

す
る
こ
と

③
、
作
業
の
管
理
に
関
す
る
こ
と

④
、
①
な
い
し
③
に
掲
げ
る
も
の

の
ほ
か
、
労
働
者
の
健
康
管
理
に

関
す
る
こ
と

⑤
、
健
康
教
育
、
健
康
相
談
そ
の

他
労
働
者
の
健
康
の
保
持
増
進
を

図
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
こ
と

⑥
、
衛
生
教
育
に
関
す
る
こ
と

⑦
、
労
働
者
の
健
康
障
害
の
原
因

の
調
査
及
び
再
発
防
止
の
た
め
の

措
置
に
関
す
る
こ
と

そ
の
ほ
か
、
労
働
安
全
衛
生
規

則
第
十
五
条
に
お
い
て
、
産
業
医

は
少
な
く
と
も
毎
月
一
回
作
業
場

等
を
巡
視
し
、
作
業
方
法
ま
た
は

衛
生
状
態
に
有
害
な
お
そ
れ
が
あ

る
と
き
は
、
直
ち
に
、
労
働
者
の

健
康
障
害
を
防
止
す
る
た
め
必
要

な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

今
回
、
分
科
会
に
お
い
て
ま
と

め
ら
れ
た
内
容
は
、
次
の
と
お
り

で
す
。

一
、
産
業
医
の
定
期
巡
視
の
頻
度

の
見
直
し

少
な
く
と
も
毎
月
一
回
行
う
こ

と
と
さ
れ
て
い
る
産
業
医
に
よ
る

作
業
場
等
の
巡
視
に
つ
い
て
、
事

業
者
か
ら
毎
月
一
回
産
業
医
に
所

定
の
情
報
が
提
供
さ
れ
て
い
る
場

合
で
あ
っ
て
、
事
業
者
の
同
意
が

あ
る
場
合
に
は
、
産
業
医
に
よ
る

作
業
場
等
の
巡
視
の
頻
度
を
、
少

な
く
と
も
二
か
月
に
一
回
と
す
る

こ
と
を
可
能
と
す
る
。

イ
、

衛
生
管
理
者
が
少
な
く

と
も
毎
週
一
回
行
う
作
業
場
等
の

巡
視
の
結
果

ロ
、
イ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、

衛
生
委
員
会
等
の
調
査
審
議
を
経

て
事
業
者
が
産
業
医
に
提
供
す
る

こ
と
と
し
た
も
の

二
、
健
康
診
断
の
結
果
に
基
づ
く

医
師
等
か
ら
の
意
見
聴
取
に
必
要

と
な
る
情
報
の
医
師
等
へ
の
提
供

事
業
者
は
、
各
種
健
康
診
断
の

有
所
見
者
に
つ
い
て
医
師
等
が
就

業
上
の
措
置
等
に
関
す
る
意
見
具

申
を
行
う
上
で
必
要
と
な
る
労
働

者
の
業
務
に
関
す
る
情
報
を
当
該

医
師
等
か
ら
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、

こ
れ
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
と
す
る
。

三
、
長
時
間
労
働
者
に
関
す
る
情

報
の
産
業
医
へ
の
提
供

事
業
者
は
、
毎
月
一
回
以
上
、

一
定
の
期
日
を
定
め
て
、
休
憩
時

間
を
除
き
一
週
間
当
た
り
四
十
時

間
を
超
え
て
労
働
さ
せ
た
場
合
に

お
け
る
そ
の
超
え
た
時
間
の
算
定

を
行
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、

そ
の
超
え
た
時
間
が
一
月
当
た
り

一
〇
〇
時
間
を
超
え
た
労
働
者
の

氏
名
及
び
当
該
労
働
者
に
係
る
超

え
た
時
間
に
関
す
る
情
報
を
産
業

医
に

提
供

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
も

の
と

す
る
。
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要
綱
案
の
概
要

≪各事業所のニーズに応じてお選びいただけます。≫

給与計算には欠かせない入

退社手続き等の関連手続き

もサポートいたします。

給与計算と各種手続きや労

務相談・指導などトータル

サポートいたします。

給与計算代行 給与計算代行 + 社会保険関係手 給与計算代行 + 顧問契約

お申込み・お問い合わせは、藤田社会保険労務士事務所までご連絡ください。

毎月の給与や賞与の計算と

付帯業務についてサポート

いたします。

産
業
医
制
度
に
つ
い
て


